
 

 

 

小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長に関する要望  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年５月 
東 京 都 

自
然
環
境
の
保
全
と
観
光
振
興
の
両
立
に
よ
る
自
立
的
発
展
を
目
指
す
。 

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
改
正
・
延
長
（
５
年
）
に
よ
り 

今 後 の 方 向 性 具 体 的 な 施 策 振興開発事業の成果と課題  

１ 交通施設 

・東京～父島間、父島～母島間の定期
航路整備 

・島内道路網の整備 
★ 「おがさわら丸」（東京～父島

間）週１便運航、運航時間２５
時間３０分 

２ 産業基盤 

・農漁業関連施設の整備（漁港、鉄骨
ハウス、農業用水等） 

・自然公園を中心とした観光施設の
整備 
★農漁業生産額の横ばい、低迷 
★観光産業の伸び悩み 

３ 生活基盤 

・生活インフラ、公営住宅、小・中・
高等学校、医療・福祉関係施設の整
備 

・砂防施設の整備、河川改修、地すべ
り対策 

  ★公営住宅の老朽化、低い持ち家比
率 

★高度専門医療、高齢者福祉施設の
不足 

 エコツーリズムを機軸とした島内産業の

振興 

・農業、水産業と観光業の連携 
・地産地消のための島内流通整備 
・小笠原ブランド製品の開発支援 

２ 小笠原らしい街づくり  

３ ＴＳＬ就航に向けた 

環境整備 

４ 生活環境の更なる改善  

１ ハード事業から 

ソフト事業への転換 

（公共事業依存⇒観光振興） 

 環境に配慮した景観の創出等 

・街並み形成、景観誘導等 
・自然遊歩道の整備 
・自然再生型公共事業 
・植生回復事業 
・小笠原固有種の保護増殖 

 観光客の誘致 

・新たな観光ルートの開発 
・ホスピタリティの醸成 
・宿泊施設等受入体制の整備 

 高齢化、高度情報化への対応 

・保健･医療･福祉の複合施設の整備 
・島内外の情報通信体系の再構築 


